
 

 

 

１ 実施期間                                                                

  令和６年１２月２５日（水）から令和７年１月２４日（金）まで《３１日間》 

 

２ 意見提出通数                                                              

 

意見提出通数（総数） 
提 出 方 法 

窓 口 投函箱 郵 送 ファクシミリ 電子メール 

２ １ ０ ０ ０ １ 

 

３ 意見件数                                                                

 

意見件数 

内   容 

⑴子どもの居場所づくり 
⑵子育てに関するデジ 

タル化、ICT化 
⑶就労と育児の両立支援 ⑷経済的支援 

⑸子育て支援団体等へ 

の支援 

７ ２ ２ １ １ １ 

 

４ 意見の内容と意見に対する市の対応                                                    

 ⑴子どもの居場所づくり 

ご 意 見 ご意見に対する市の対応 

【子ども主体の教育・育成環境の構築】 

清須市の計画書において、核家族化や保護者の長時間就労が子どもたちの

孤立感や生活リズムの乱れを引き起こしている現状が見られました。これを

踏まえ、以下を提案します。 

▼地域交流型学びの場の設置 

放課後や休日に地域住民がボランティアとして参加する「地域の学校」

を創設し、子どもたちに勉強や趣味の時間を提供。 

地域学校協働本部や学校運営協議会の連携・協働に取り組み、地域で子ど

もたちを支える体制づくりを推進していきます。 

また、子どもたちが有意義な休日を過ごせるようサタデーキッズクラブや

親子講座のほか、各種団体等が行う事業への参加を促し、自主性や創造性、

社会性をはぐくむ機会を提供していきます。 

第３期清須市子ども・子育て支援事業計画に係るパブリック・コメントの実施結果 



  ご 意 見 ご意見に対する市の対応 

北名古屋市にオープンした市民活動センター「ミューベース」のように、

未就園児親子、小中学生の遊び場・学びの場も兼ねていて、そこに行けば色々

な活動をしている色んな人に出会えるような居場所が、清須にもあるとい

い。 

乳幼児が安心して遊べる場や地域での交流の場については、現在児童館や

子育て支援センターがその役割を担っておりますが、子どもを中心とした

様々な世代の交流の場についても「子どもの居場所づくり」の重要な視点で

あると考えています。 

 施設整備等については、今後も皆さまからいただくご意見等も参考に検討

していき、子どもの居場所づくりに努めてまいります。 

 

⑵子育てに関するデジタル化、ICT 化 

ご 意 見 ご意見に対する市の対応 

【子ども主体の教育・育成環境の構築】 

清須市の計画書において、核家族化や保護者の長時間就労が子どもたちの

孤立感や生活リズムの乱れを引き起こしている現状が見られました。これを

踏まえ、以下を提案します。 

▼子どもの成長を記録するデジタル日記 

家庭と保育施設が連携して子どもの日々の成長を共有できるアプリの

開発。 

 子どもの成長記録については、子育てアプリ「キヨスマ」の機能として実

装されており、令和７年度にアプリをリニューアルする際により充実させて

いく予定です。 

また、令和６年度から公立保育園等において園務支援システムを導入して

おり、将来に的には子どもの情報を、家庭と保育施設で共有できる機能の活

用についても検討しているところです。 

清須市内でも、子ども・親子のために、色んな活動が行われているが、情

報が集約されていなくて、知る機会が限られているように感じる。 

 「キヨスマ」「タッチポイントきよす」も、せっかくシステムが導入されて

も、そこに載る情報が限定的で、特に「キヨスマ」は情報更新がされておら

ず活用しきれていない。（活動していない子育て支援団体が掲載されたまま） 

市でシステム導入するだけでなく、きちんと内容をチェック、メンテナンス

して活用できるものに育てていけるように、市の職員だけで難しいのであれ

ば、市民の力も入れてほしい。（有償ボランティアなどで権限を与えてもらえ

たら、協力したい人、できる人はいくらでもいると思う。） 

令和７年度に子育てアプリ「キヨスマ」をリニューアルするとともに、子

育て応援ポータルサイトを新設し、わかりやすい情報発信に努めます。また、

ご指摘いただいた情報の更新漏れについて、大変申し訳ありませんでした。

リンク等により記事の重複を防ぐなど、複数サイトの運用による情報の更新

漏れがないよう運用面で工夫していきます。 

地域情報共有プラットフォーム「タッチポイントきよす」についても、前

述のアプリ等と連携しながら、多くの方に活用していただけるよう利用拡大

を図ります。 

 

 

 



⑶就労と育児の両立支援 

ご 意 見 ご意見に対する市の対応 

【親の就労と育児の両立支援】 

計画書から、フルタイムで働く母親や父親の育児参加が増加傾向にある

が、柔軟な育児支援が求められていることが分かる。 

▼フレキシブルな保育支援 

時間や曜日に制限がなく、突発的な保育ニーズに対応する「こども誰で

も通園制度（仮称）」を強化。 

▼在宅勤務向けサポート施設 

保護者がリモートで仕事をしながら子どもを見守れる「親子ワークス 

ペース」の設置。 

保育ニーズに柔軟に対応できる一時預かり事業（一般型）について、公立

保育園４園に加え、令和６年度から民間の認定こども園２園で開始し充実を

図っているところです。 

「こども誰でも通園制度」については、令和７年度に制度の研究を進め、

令和８年度から実施できるように体制整備に努めてまいります。 

共働き家庭の増加による保育需要の増加、また、保護者の就労形態の変化

による保育ニーズの多様化など、保育環境の整備や供給量の確保は必要であ

り、託児等がある「親子ワークスペース」の整備等も１つの方法であるとは

考えます。 

 今後も皆さまからいただくご意見等も参考にしつつ、多様化する保育ニー

ズに対応できるよう、環境整備に努めてまいります。 

 

⑷経済的支援 

ご 意 見 ご意見に対する市の対応 

【経済的負担の軽減と公平な支援】 

アンケートで最も期待されていた経済的支援の強化に対応するため 

▼子ども用生活必需品の支給 

おむつ・ミルク券や学用品の無償提供を推進。 

▼所得に応じた助成制度の拡充 

多子世帯やシングル家庭に手厚い支援を提供。 

令和６年４月以降の出生児を対象に、生後６か月と１０か月頃に市内契約

店舗で利用できるおむつ券を５，０００円ずつ配付、また、生活困窮者世帯

等へ学用品等を援助する「小・中学校就学援助制度」等は実施しております。 

ひとり親家庭等の生活の安定と、児童の健全育成のため、「児童扶養手当

（国制度）」、「愛知県遺児手当」及び「市遺児手当」を支給しています。また、

保険適用を受ける医療費の自己負担分を助成する「母子・父子家庭医療費助

成」を継続していきます。 

 なお、多子世帯等に対しては、保育料について第３子の無料化を実施して

いるほか、所得制限等はありますが第２子についても無料化としておりま

す。放課後児童クラブの利用料についても兄弟利用の第 2 子以降を半額にす

るなどの支援を行っております。また、児童手当については、第３子以降の

支給額を高校生年代まで月３万円としております。 

今後も子育て当事者が経済的な不安を抱くことなく、安心して子育てがで

きるように経済的な支援の充実に努めてまいります。 



⑸子育て支援団体等への支援 

ご 意 見 ご意見に対する市の対応 

今ある施設の活用として、児童館はスペースがあるので、子育て支援団体

や子育て中のお母さんたちに部屋の一部を貸出して、イベントや交流会で使

えるようにしてもらえたらいいのではないか。 

 児童館や子育て支援センターについては、子どもやその保護者のための魅

力ある事業等を展開しています。子育て支援団体の活動や交流会と、児童館

や子育て支援センターの事業目的との整合性を勘案しながら、ご意見の内容

について研究してまいります。 

 

 


